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【出願番号】特願2018-539826(P2018-539826)
【国際特許分類】
   Ｂ６５Ｂ  55/04     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年1月21日(2020.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　滅菌粒状バルク物質をコンテナ（１０）内で搬送し、前記滅菌粒状バルク物質を前記コ
ンテナ（１０）からアイソレーター（１４）内に移送する方法において、前記コンテナ（
１０）の充填排出開口（２４）に取り付けられるＲＴＰシステムのベータ部（１８）が、
前記アイソレーター（１４）に取り付けられる前記ＲＴＰシステムの相補的なアルファ部
（１６）にドッキングされて前記ＲＴＰシステムが開かれた後、前記滅菌粒状バルク物質
が前記アイソレーター（１４）内に移送される方法であって、
　前記滅菌粒状バルク物質は、前記コンテナ（１０）内でバスケット（２６）に入れて搬
送され、前記ＲＴＰシステムが開かれた後であって、前記滅菌粒状バルク物質が前記アイ
ソレーター（１４）内に移送される前に、前記バスケット（２６）は、前記コンテナ（１
０）から前記充填排出開口（２４）及び開かれた前記ＲＴＰシステムを通って前記アイソ
レーター（１４）内の傾斜位置に移動され、該位置において、前記滅菌粒状バルク物質は
、前記バスケット（２６）から自ずと下方に滑動又は下降することができることを特徴と
する、方法。
【請求項２】
　前記バスケット（２６）は、前記コンテナ（１０）のリニアガイド（５２）に沿って、
前記充填排出開口（２４）及び開かれた前記ＲＴＰシステムを通って移動されることを特
徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記バスケット（２６）は、規定の傾斜角度を有する傾斜位置に移動され、この位置に
保持されることを特徴とする、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記バスケット（２６）は、前記傾斜位置において、前記アイソレーター（１４）内で
前記ＲＴＰシステム（１６、１８）の前記アルファ部（１６）の下方に配置される支持体
（８４）によって保持されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項５】
　前記バスケット（２６）は、前記コンテナ（１０）内及び／又は前記アイソレーター（
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１４）内の保持手段（４６、４８；８４、９２）によって、前記傾斜位置に保持されるこ
とを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記バスケット（２６）が前記傾斜位置にあるとき、前記バスケット（２６）の有孔カ
バー（３６）が開かれることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記カバー（３６）の一方の半部分は、回転軸（４２）の周りで前記バスケット（２６
）から外側へ回転されることを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　滅菌粒状バルク物質を搬送し、前記滅菌粒状バルク物質をアイソレーター（１４）内に
移送するためのコンテナ（１０）において、充填排出開口（２４）と、前記充填排出開口
（２４）に取り付けられるＲＴＰシステム（１６、１８）のベータ部（１８）とを備える
とともに、前記ＲＴＰシステム（１６、１８）の相補的なアルファ部（１６）にドッキン
グするための手段（６０）を備えたコンテナ（１０）であって、
　該コンテナ（１０）は、搬送される前記滅菌粒状バルク物質を収納するバスケット（２
６）を備え、
　前記バスケット（２６）は、前記ＲＴＰシステムが開かれると、前記充填排出開口（２
４）及び開かれた前記ＲＴＰシステムを通って該コンテナ（１０）から前記アイソレータ
ー（１４）内の傾斜位置に少なくとも部分的に移動可能であり、該位置において、前記滅
菌粒状バルク物質は、前記バスケット（２６）から自ずと下方に滑動又は下降することが
でき、
　前記コンテナ（１０）及び前記バスケット（２６）の双方が略円筒形であり、
　前記充填排出開口（２４）及び前記ＲＴＰシステム（１６、１８）の前記ベータ部（１
８）は、前記コンテナ（１０）の一端部に配置され、
　前記バスケット（２６）は、前記コンテナ（１０）の前記一端部に隣接するとともに前
記バスケット（２６）が前記傾斜位置にあるときは下方を向く出入開口（３８）を有する
ことを特徴とする、コンテナ。
【請求項９】
　前記バスケット（２６）を前記傾斜位置に保持するために保持手段（４６、４８）が前
記コンテナ（１０）内に配置されていることを特徴とする、請求項８に記載のコンテナ。
【請求項１０】
　前記バスケット（２６）の移動をガイドするためにリニアガイド（５２）が前記コンテ
ナ（１０）内に配置されていることを特徴とする、請求項８に記載のコンテナ。
【請求項１１】
　前記バスケット（２６）は、前記バスケット（２６）の長手方向中心軸（５４）と直角
をなす回転軸（４２）の周りに回転する有孔カバー（３６）を備えることを特徴とする、
請求項８に記載のコンテナ。
【請求項１２】
　前記バスケット（２６）は、ハンドル（４４）を備えることを特徴とする、請求項８に
記載のコンテナ。
【請求項１３】
　ＲＴＰシステム（１６、１８）のアルファ部（１６）を備えるアイソレーター（１４）
と、前記アイソレーター（１４）にドッキングされる請求項８～１２のいずれか１項に記
載のコンテナ（１０）との組合せであって、
　前記バスケット（２６）を前記傾斜位置に支持するために支持体（８４）が前記アイソ
レーター（１４）内に取り付けられ、かつ前記ＲＴＰシステム（１６、１８）の前記アル
ファ部（１６）の下方に配置され、前記位置において、前記物質は、前記バスケット（２
６）から自ずと下方に滑動又は下降することができることを特徴とする、組合せ。
【請求項１４】
　前記ＲＴＰシステム（１６、１８）の前記アルファ部（１６）は、前記アイソレーター
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（１４）の鉛直壁（７６）に取り付けられることを特徴とする、請求項１３に記載の組合
せ。
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